
「原子力規制委員会によるパブリックコメント」

関係資料

資料１参考①



新規制基準の全体像

平成 25 年 2 月 6 日第 27 回原子力規制委員会資料から作成

＜新規制基準＞



基準津波により安全性が損なわれないこと 基準津波の策定、防潮堤や防潮扉の設置

津波防護施設等は高い耐震性を有すること 防潮堤や敷地内の津波監視施設の耐震性確保

（活断層評価にあたり必要な場合４０万年前まで遡ること） 必要な場合には断層の活動性を詳細に調査

（基準地震動策定のため地下構造を三次元的に把握すること） 起震車等を用いた地下構造調査

（安全上重要な建物等は活断層の露頭がない地盤に設置） （安全上重要な建物等は活断層の露頭がない地盤に設置）

火山、竜巻、外部火災等により安全性が損なわれないこと 火山、竜巻、外部火災等による影響の評価、必要な改造、手順書整備、訓練

内部溢水により安全性が損なわれないこと 内部溢水による影響の評価、必要な改造、手順書整備、訓練

内部火災により安全性が損なわれないこと 火災発生防止、検知・消火、影響軽減に必要な改造、手順書整備、訓練

安全上重要な機能の信頼性確保 安全上重要な配管等の多重化

電気系統の信頼性確保 外部電源２回線の独立、開閉所や非常用ＤＧ燃料タンクの耐震性確保等

最終ヒートシンクへ熱を輸送する系統の物理的防護 海水ポンプの物理的防護等

原子炉停止機能 ほう酸水注入設備、手順書整備、訓練

原子炉冷却材高圧時の冷却機能 ＲＣＩＣ等起動に必要な弁操作のためのバッテリー配備等、手順書整備、訓練

原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧機能 減圧用の弁操作のためのバッテリー配備等、手順書整備、訓練 バックアップ対策として、特定安全施設（仮称）（恒設）を設置

原子炉冷却材低圧時の冷却機能 恒設注水設備設置、可搬式注水設備配備、手順書整備、訓練 バックアップ対策として、特定安全施設（仮称）（恒設）を設置

事故時の重大事故防止対策における最終ヒートシンク確保機能 車載代替最終ヒートシンクの配備、手順書整備、訓練

格納容器内雰囲気の冷却・減圧・放射性物質低減機能 格納容器スプレイ代替注水設備の配備、手順書整備、訓練 バックアップ対策として、特定安全施設（仮称）（恒設）を設置

格納容器の過圧破損防止機能 格納容器フィルタ・ベント設備の設置（ＢＷＲ）、手順書整備、訓練 バックアップ対策として、特定安全施設（仮称）（恒設）を設置

格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却機能 格納容器下部注水設備の設置、手順書整備、訓練 バックアップ対策として、特定安全施設（仮称）（恒設）を設置

格納容器内の水素爆発防止機能 水素濃度制御設備の設置（ＰＷＲ）※、手順書整備、訓練 バックアップ対策として、特定安全施設（仮称）（恒設）を設置※

原子炉建屋等の水素爆発防止機能 水素濃度制御又は排出設備、水素濃度監視設備の設置、手順書整備、訓練 ※ＰＷＲのうち必要な炉型のみ

使用済燃料貯蔵プールの冷却、遮へい、未臨界確保機能 可搬式代替注水設備、可搬式スプレイ設備の設置、手順書整備、訓練

水供給機能 水源及び移送ルート、移送資機材確保、手順書整備、訓練

電気供給機能
恒設及び可搬式代替交流電源の配備、恒設直流電源設備（既設）の増強、可
搬式直流電源の配備、手順書整備、訓練

バックアップ対策として、所内恒設直流電源設備（３系統目）を
設置

制御室機能 炉心損傷時の被ばく評価と必要な資機材、手順書整備、訓練 バックアップ対策として、特定安全施設（仮称）（恒設）を設置

緊急時対策所機能
地震・津波の影響を受けない緊急時対策所の確保、被ばく評価、資機材確保
等

計装機能 プラント状態の把握能力を超えた場合のプラント状態の推定手段の整備等

モニタリング機能 可搬式代替モニタリング設備の配備、手順書整備、訓練

通信連絡機能 代替電源から給電可能な通信連絡設備配備、手順書整備、訓練

敷地外への放射性物質の拡散抑制機能 可搬式放水設備配備、手順書整備、訓練

大規模自然災害や意図的な航空機衝突等のテロリズムによりプラ
ントが大規模に損傷した状況で注水等を行う機能

地震・津波や意図的な航空機衝突の影響を受けにくい場所に可搬式注水設
備、電源、放水設備等を分散配置、接続口を複数用意、手順書整備、訓練

バックアップ対策として、特定安全施設（仮称）（恒設）を設置

新規制基準において新たに要求する機能と適用時期（案）

重大事故を起こさないために設計で
担保すべき機能（設計基準）
（強化される主な事項のみ記載）

重大事故等に対処するために
必要な機能

（全て新規要求）

対策の例示（これと同等以上の効果を有する措置が求められる）

耐震・対津波機能
（強化される主な事項のみ記載）

新たに要求する機能

７月中旬予定の施行時点から、必要な機能を全て備えていることを求める

信頼性向上のためのバックアップ対策については

7月中旬予定の施行の５年後から求める
（施行後５年間は適用猶予）



パブリックコメント対象文書一覧 

 

１．行政手続法に基づくパブリックコメントの対象文書 

※今回の意見募集の参考文書は、以下の（1）～（27）となります。 

 

委員会規則 

○原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則（仮称） 

(１)実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 

(２)研究開発段階における発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則 

(３)東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料

物質の防護等に関する規則 

(４)実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準を定める規則

（仮称） 

(５)実用発電用原子炉及びその附属施設に関する技術基準を定める規則（仮称） 

(６)実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の

方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則（仮称） 

(７)実用発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質に関する技術基準を定める

規則（仮称） 

(８)研究開発段階における発電の用に供する原子炉及びその附属施設の位置、構造及

び設備の基準を定める規則（仮称） 

(９)研究開発段階における発電の用に供する原子炉及びその附属施設の技術基準を

定める規則（仮称） 

(10)研究開発段階における発電の用に供する原子炉に係る発電用原子炉設置者の設

計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関す

る規則（仮称） 

(11)研究開発段階における発電の用に供する原子炉に燃料として使用する核燃料物

質に関する技術基準を定める規則（仮称） 

 

告示 

○原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係告示の整備等に関する告示（仮称） 

(12)実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を

定める告示 

(13)工場又は事業所における核燃料物質等の運搬に関する措置に係る技術的細

目等を定める告示 

(14)核燃料物質の加工の事業に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定め

る告示 

(15)核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条の六等の規定に基づく核燃料

物質等の工場又は事業所内の運搬に関する措置等に係る技術的細目等を定

める告示 

 

内規（行政手続法の審査基準に該当するもの） 

(16)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づく原子力規制委

員会の処分に係る審査基準等 

(17)実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準を定める規則の

解釈（仮称） 

(18)実用発電用原子炉及びその附属施設に関する技術基準を定める規則の解釈（仮称） 
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(19)実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護規定（仮称） 

(20)実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の

方法及びその検査のための組織の基準に関する規則の解釈（仮称） 

(21)実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（仮称） 

(22)実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査

内規 

(23)研究開発段階における発電の用に供する原子炉及びその附属施設の位置、構造及

び設備の基準を定める規則の解釈（仮称） 

(24)研究開発段階における発電の用に供する原子炉及びその附属施設に関する技術

基準を定める規則の解釈（仮称） 

(25)研究開発段階における発電の用に供する原子炉に係る発電用原子炉設置者の設

計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の基準に関する規

則の解釈（仮称） 

(26)研究開発段階における発電の用に供する原子炉に係る発電用原子炉設置者の重

大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力

に係る審査基準（仮称） 

(27)研究開発段階にある発電の用に供する原子炉及びその附属施設における発電用

原子炉施設保安規定の審査内規 

 

 

２．任意で行うパブリックコメントの対象文書 
※（28）～（49）に関連する意見募集は、本件と別途実施しています。詳しくは、原子力規制委

員会ホームページをご覧ください。 

 

内規（基準に関連するもの） 

(28)原子力発電所の火山影響評価ガイド（仮称） 

(29)原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（仮称） 

(30)原子力発電所の外部火災影響評価ガイド（仮称） 

(31)原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（仮称） 

(32)原子力発電所の内部火災影響評価ガイド（仮称） 

(33)炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性の評価に係る標準評価手

法（審査ガイド）（仮称） 

(34)使用済燃料貯蔵プールにおける燃料損傷防止対策の有効性の評価に係る標準評

価手法（審査ガイド）（仮称） 

(35)停止中の原子炉における燃料損傷防止対策の有効性の評価に係る標準評価手法

（審査ガイド）（仮称） 

(36)発電用軽水型原子炉施設における制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ば

く標準評価手法（設計基準事故を超える事故）（審査ガイド）（仮称） 

(37)敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド（仮称） 

(38)基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド（仮称） 

(39)基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド（仮称） 

(40)基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド（仮称） 

(41)耐震設計に係る工認審査ガイド（仮称） 

(42)耐津波設計に係る工認審査ガイド（仮称） 
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内規（手続きに関連するもの） 

(43)発電用原子炉施設の設置許可制度に係る実用発電用原子炉の設置、運転等に関す

る規則等の規定の解釈及び運用について（仮称） 

(44)発電用原子炉施設の工事計画認可制度に係る実用発電用原子炉の設置、運転等に

関する規則の規定の解釈（仮称） 

(45)発電用原子炉施設に係る特定機器の型式証明及び型式指定制度に係る実用発電

用原子炉の設置、運転等に関する規則等の規定の解釈（仮称） 

(46)発電用原子炉施設の溶接事業者検査制度に係る実用発電用原子炉の設置、運転等

に関する規則の規定の解釈（仮称） 

(47)発電用原子炉施設の使用前検査、施設定期検査及び定期事業者検査制度に係る実

用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定の解釈（仮称） 

(48)発電用原子炉の運転期間延長認可制度に係る実用発電用原子炉の設置、運転等に

関する規則の規定の解釈（仮称） 

(49)実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド（仮称） 
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原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う 

関係規則の整備等に関する規則（案）等について 

 

平成２５年４月 

原子力規制庁 

 

背 景 

原子力規制委員会設置法（平成２４年法律第４７号）は、平成２４年６月２７日

に公布され、平成２４年９月１９日に施行されたところである。同法附則第１条で

は、同条第４号に掲げる規定は、同法施行後１０月以内であって政令で定める日に

施行するとされており、同法附則第１７条において改正される核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等

規制法」という。）及び原子力規制委員会設置法附則第４１条において改正される

電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）等については、当該期日に施行すること

となる。 

これを受け、原子力規制委員会設置法附則第１条第４号に掲げる規定を施行する

ため、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第

７７号）等の関係する法令等について所要の規定の整備を行うこととする。 

 

概 要 

１．原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則（仮

称） 

【改正理由】 

原子力規制委員会設置法において、発電用原子炉の設置許可申請書の記載事項の

追加、変更の許可事項の一部の届出事項化、保安のために講ずべき措置事項に重大

事故対策も含まれることの明確化、特定機器の設計の型式証明及び型式の指定の導

入、発電用原子炉の運転期間延長認可制度の導入等の原子炉等規制法が改正された。

これを受けて、これら原子炉等規制法で新設・改正された規定に係る手続等の詳細

な事項を定める必要があることから、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規

則（昭和５３年通商産業省令第７７号）等についても所要の改正を行うこととする。

そのほか、関係する府省令等について原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴い

必要となる所要の規定の整備を行うこととする。 

【概要】 

Ⅰ．実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正 

（１）重大事故の定義 

原子炉等規制法における発電用原子炉に係る重大な事故は、「発電用原子炉の
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炉心の著しい損傷が発生した事故」、「燃料貯蔵設備に貯蔵する燃料体の著しい損

傷が発生した事故」とする。 

（２）発電用原子炉の設置許可申請書の記載事項の追加に伴う規定の整備 

原子炉等規制法の改正において新たに追加された発電用原子炉の設置許可申

請書の記載事項のうち、「発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項」

については、「放射線の被ばく管理の方法」、「放射性廃棄物の廃棄に関する事項」

等を記載することとする。 

また、「発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合におけ

る当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項」について

は、事故の区分に応じて、事故に対処するために必要な施設、事故の程度・影響

の評価の条件及び結果について記載することとする。 

あわせて、これらの記載事項に関係する添付書類について所要の見直しを行う。 

（３）変更の許可事項の一部の届出事項化に係る規定の整備 

原子炉設置許可の申請書記載事項である原子炉の位置、構造及び設備の変更の

うち届出の対象となる事項を、原子炉等規制法第４３条の３の５第２項第９号及

び第１０号の変更を伴わない、①発電用原子炉施設が同一の工場又は事業所内に

二以上存する場合において使用済燃料貯蔵設備の全部又は一部を共用するもの、

②発電用原子炉施設が同一の工場又は事業所内に二以上存する場合において気

体廃棄物の廃棄施設、液体廃棄物の廃棄設備又は固体廃棄物の廃棄設備の全部又

は一部を共用するもの、③同一の固体廃棄物貯蔵庫において貯蔵能力を変更する

もの、④許可を受けた構造と同一の構造の非常用ディーゼル発電機の台数又は蓄

電池の組数を増加するものとする。そのほか、届出書の記載事項、添付書類等の

手続等の所要の規定の整備を行う。 

（４）重大事故対策等に係る保安のために講ずべき措置の追加 

重大事故に至るおそれのある事故が発生した場合又は重大事故が発生した場

合に講ずべき措置として、原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備に

関し必要な措置を追加する。 

（５）原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価の対象設備の追加 

原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価の対象設備として、重大事故の

発生及び拡大の防止の機能を有する機器及び構造物を追加する。 

（６）テロ等の際の格納容器破損による多量の放射性物質の放出を抑制する機能の

信頼性向上のためのバックアップ対策として設置される施設に係る核物質

防護措置の追加  

テロ等の際の格納容器破損による多量の放射性物質の放出を抑制する機能の

信頼性向上のためのバックアップ対策として設置される施設に関する核物質防

護措置として、当該施設を防護区域内に設置する等の措置を追加する。 
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（７）重大事故対策等に係る保安規定の記載事項の追加 

保安規定の記載事項として、重大事故発生時等における保全活動を行う体制

の整備に関する事項を追加する。 

（８）テロ等の際の格納容器破損による多量の放射性物質の放出を抑制する機能の

信頼性向上のためのバックアップ対策として設置される施設に係る核物質

防護規定の記載事項の追加 

核物質防護規定の記載事項として、テロ等の際の格納容器破損による多量の

放射性物質の放出を抑制する機能の信頼性向上のためのバックアップ対策とし

て設置される施設に関する事項を追加する。 

（９）事故故障等の報告における対象設備の追加 

事故故障等の報告を求める対象設備として、重大事故の発生及び拡大の防止

の機能を有する機器及び構造物を追加する。 

（10）発電用原子炉主任技術者の選任要件の見直し 

発電用原子炉主任技術者の選任要件として、実務に従事した期間等を新たに

加えることとする。併せてこれまで認められてきた同一型式の原子炉の兼任を

認めないこととする。 

（11）特定機器の設計の型式証明及び型式の指定に係る規定の整備 

型式証明の対象である特定機器を、非常用格納容器保護設備のうち水素再結

合装置、非常用格納容器保護設備のうち圧力逃がし装置、非常用電源設備（ガ

スタービンを原動力とする発電設備、内燃機関を原動力とする発電設備、無停

電電源装置、電力貯蔵装置）とする。そのほか、型式証明及び型式の指定に係

る申請書の記載事項、添付書類等の手続等の所要の規定の整備を行う。 

（12）発電用原子炉の運転期間延長認可制度の導入に係る規定の整備 

発電用原子炉の運転期間の延長の認可基準を、原子炉その他の設備が延長期

間の運転に伴う劣化を考慮した上で実用発電用原子炉に関する技術基準に適合

するものとする。そのほか、申請書の記載事項、添付書類等の手続等の所要の

規定の整備を行う。 

（13）発電用原子炉施設に対する安全規制の原子炉等規制法への一元化に伴う規定

の整備 

従来、電気事業法に基づき原子力発電工作物の保安に関する省令（平成２４

年経済産業省令第６９号）に規定されていた「工事計画認可及び届出」、「使用

前検査」、「燃料体検査」、「溶接安全管理検査」、「定期施設検査」、「定期安全管

理検査」等に係る規定に相当する規定を新たに設けることとする。 

 

Ⅱ．研究開発段階における発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則の

一部改正 
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実用発電用原子炉と研究開発段階における発電の用に供する原子炉との相違

点を踏まえつつ、上記Ⅰ．「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の改正

と同旨の改正を行うこととする。 

 

Ⅲ．東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質

の防護に関する規則（仮称）の一部改正 

原子炉等規制法及び上記Ⅰ．「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則

の改正」に伴う所要の規定の整備を行うこととする。 

 

Ⅳ．その他 

（１）関係する府省令の規定の整備 

上記Ⅰ～Ⅲのほか、関係する府省令に所要の手当を行う。 

（２）原子力規制委員会設置法の施行に伴う経過規定 

原子力規制委員会設置法附則第２３条第１項及び第４項において規定する届

出（新たに追加された発電用原子炉の設置許可申請書の記載事項）について、

その記載事項を運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の際の影響評価の条

件及び結果とするほか、必要な添付書類を定める等の所要の手続を定める。そ

のほか、所要の経過規定を設けることとする。 

（３）原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則

の施行に伴う経過規定 

改正前の電気事業法における使用前検査、定期検査、定期安全管理検査等の

検査等に係る申請書や通知等の処分、手続等については、改正後の原子炉等規

制法における相当の処分、手続等とみなすなど、発電用原子炉施設に対する安

全規制の原子炉等規制法への一元化に伴う所要の経過規定を設ける。 

また、新たに追加される保安のために講ずべき措置、核物質防護措置、保安

規定、核物質防護規定、原子炉主任技術者の選任等に関する規定については、

手続等に関して所要の経過規定を設ける。そのほか所要の経過規定を設けるこ

ととする。 

 

２．実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準を定める規則（仮

称） 

【制定理由】 

原子炉等規制法の改正において、発電用原子炉の設置許可の基準の１つである

「原子炉施設の位置、構造及び設備が（中略）災害の防止上支障がないものである

こと」が「発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が（中略）災害の防止上支障が

ないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること」と
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改正されたことから、実用発電用原子炉に係る当該基準を定める原子力規制委員会

規則を新たに制定することとする。 

 

【概要】 

設計基準事故に係る部分については、旧原子力安全委員会の審査指針類を基に、

地震・津波対策、火災対策等については所要の見直しを行った上で規定することと

する。また、設計基準を超える状況に対する要求事項である重大事故対策の基準に

ついては、炉心損傷防止対策、格納容器破損防止対策等を規定することとする。 

テロ等の際の格納容器破損による多量の放射性物質の放出を抑制する機能の信

頼性向上のためのバックアップ対策として設置される施設及び重大事故対策の信

頼性向上のためのバックアップ対策として設置される常設直流電源設備（第３系統

目）に関する規定については、施行後５年までに実現を求めることとする。 

 

３．実用発電用原子炉及びその附属施設に関する技術基準を定める規則（仮称） 

【制定理由】 

原子炉等規制法の改正において、工事計画の認可及び発電用原子炉施設の維持等

に係る基準が「原子力規制委員会規則で定める技術上の基準」とされたことから、

実用発電用原子炉に係る当該技術上の基準を定める原子力規制委員会規則を新た

に制定することとする。 

 

【概要】 

発電用原子炉設備に関する技術基準を定める省令（昭和４０年通商産業省令第６

２号）を基に、地震・津波対策、火災対策等の所要の見直しを行った上で規定する

こととする。また、設計基準を超える状況に対する要求事項である重大事故対策の

基準については、炉心損傷防止対策、格納容器破損防止対策等を規定する。 

テロ等の際の格納容器破損による多量の放射性物質の放出を抑制する機能の信

頼性向上のために設置される施設及び重大事故対策の信頼性向上のために設置さ

れる常設直流電源設備（第３系統目）に関する規定については、施行後５年までに

実現を求めることとする。 

 

４．実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方

法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則（仮称） 

【制定理由】 

原子炉等規制法の改正において、工事計画の認可の基準の１つとして「発電用原

子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織が原

子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること」が新たに設
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けられたことから、実用発電用原子炉に係る当該技術上の基準（設計及び工事段階

における品質保証に係る基準）を定める原子力規制委員会規則を新たに制定するこ

ととする。 

 

【概要】 

従来から保安規定の原子力安全に対する品質マネジメントについて用いている

品質保証に係る(JEAC4111-2009)の要求事項を基に、ＩＡＥＡ安全基準（安全要件

No.GS-R-3）等の海外規格の要求事項を踏まえ整理を行った上で、規定することと

する。 

 

５．実用発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質に関する技術基準を定める規

則（仮称） 

【制定理由】 

原子炉等規制法及び電気事業法の改正により、従来、電気事業法に基づいて行わ

れてきた燃料体検査が原子炉等規制法に基づき行われることとなることに伴い、原

子炉等規制法に基づく燃料体検査に係る技術基準を新たに制定することとする。 

 

【概要】 

電気事業法に基づき規定されている「発電用核燃料物質に関する技術基準を定め

る省令（昭和４０年通商産業省令第６３号）」を基に、所要の手当を行った上で規

定することとする。 

なお、今般の改正により、電気事業法から燃料体検査に係る規定がなくなること

から、電気事業法に基づき規定されている「発電用核燃料物質に関する技術基準を

定める省令」については廃止することとする。 

 

６．研究開発段階における発電の用に供する原子炉及びその附属施設の位置、構造及

び設備の基準を定める規則（仮称） 

【制定理由】 

上記２．と同様の趣旨から、研究開発段階における発電の用に供する原子炉に係

る「発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が（中略）災害の防止上支障がないも

のとして原子力規制委員会規則で定める基準」を定める原子力規制委員会規則を新

たに制定することとする。 

 

【概要】 

上記２．「実用発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の基準を定める規則（仮

称）」を基に、実用発電用原子炉と研究開発段階における発電の用に供する原子炉
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との相違点を踏まえた上で規定する。 

 

７．研究開発段階における発電の用に供する原子炉及びその附属施設の技術基準を定

める規則（仮称） 

【制定理由】 

上記３．と同様の趣旨から、研究開発段階における発電の用に供する原子炉に係

る「原子力規制委員会規則で定める技術上の基準」を定める原子力規制委員会規則

を新たに制定することとする。 

 

【概要】 

上記３．「実用発電用原子炉に関する技術基準を定める規則（仮称）」を基に、実

用発電用原子炉と研究開発段階における発電の用に供する原子炉との相違点を踏

まえた上で規定する。 

 

８．研究開発段階における発電の用に供する原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計

及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規

則（仮称） 

【制定理由】 

上記４．と同様の趣旨から、研究開発段階における発電の用に供する原子炉に係

る技術上の基準（設計及び工事段階における品質保証に係る基準）を定める原子力

規制委員会規則を新たに制定することとする。 

 

【概要】 

上記４．「実用発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びそ

の検査のための組織の基準に関する規則（仮称）」を基に、実用発電用原子炉と研

究開発段階における発電の用に供する原子炉との相違点を踏まえ規定する。 

 

９．研究開発段階における発電の用に供する原子炉に燃料として使用する核燃料物質

に関する技術基準を定める規則（仮称） 

【制定理由】 

上記５．と同様の趣旨から、研究開発段階における発電の用に供する原子炉に係

る燃料体検査に関する技術基準を制定することとする。 

 

【概要】 

上記５．と同様、電気事業法に基づき規定されている「発電用核燃料物質に関す

る技術基準を定める省令（昭和４０年通商産業省令第６３号）」を基に、所要の手
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当を行った上で規定することとする。 

 

10．原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係告示の整備に関する告示（仮称） 

【制定理由】 

原子炉等規制法の改正に伴い、上記３．及び７．のとおり「実用発電用原子炉に

関する技術基準を定める規則（仮称）」及び「研究開発段階における発電の用に供

する原子炉の技術基準を定める規則（仮称）」を新たに制定することとしている。

これらの規則では、管理区域、周辺監視区域及び周辺監視区域外における放射線に

よる線量限度等を原子力規制委員会が定めるとしていることから、これらの規則の

規定に基づき関係する告示を改正するもの。 

 

【概要】 

今般新たに制定される「実用発電用原子炉に関する技術基準を定める規則（仮

称）」、「研究開発段階における発電の用に供する原子炉の技術基準を定める規則（仮

称）」の規定に基づき、①実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に

基づく線量限度等を定める告示、②工場又は事業所における核燃料物質等の運搬に

関する措置に係る技術的細目等を定める告示、③核燃料物質の加工の事業に関する

規則等の規定に基づき、線量限度告示等を定める告示、④核燃料物質の加工の事業

に関する規則第七条の六等の規定に基づく核燃料物質等の工場又は事業所内の運

搬に関する措置等に係る技術的細目等を定める告示を改正し、管理区域、周辺監視

区域の内外等における線量等の水準を規定するほか、所要の改正を行うこととする。 

 

11．核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づく原子力規制委

員会の処分に係る審査基準等の一部改正 

【概要】 

原子炉等規制法に基づく原子力規制委員会の処分に係る行政手続法（平成５年法

律第８８号）の規定による審査基準、標準処理期間及び処分の基準は、「核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づく原子力規制委員会の処分

に係る審査基準等」において定められているところ、今般の原子炉等規制法の改正

に伴い、審査基準等を定めるべき同法の規定が追加されるとともに、後述のとおり

今般新たに審査基準等を制定することから、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律等に基づく原子力規制委員会の処分に係る審査基準等」を改正

し、新たに追加される審査基準等を加えることとする。 

 

12．実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準を定める規則の

解釈（仮称） 
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【概要】 

上記２．「実用発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の基準を定める規則（仮

称）」において規定する基準（性能要求）に対して、当該規則に定める基準を満足

する技術的内容の例示を規定することとする。なお、旧原子力安全委員会の安全審

査指針類のうち、設計審査指針等の基本的な指針以外のもの、実用発電用原子炉及

びその附属施設に関する火災防護規定を引用することとする。 

 

13．実用発電用原子炉及びその附属施設に関する技術基準を定める規則の解釈（仮称） 

【概要】 

上記３．「実用発電用原子炉に関する技術基準を定める規則（仮称）」において規

定する基準（性能要求）に対して、当該規則に定める基準を満足する技術的内容の

例示を規定することとする。なお、学協会規格について行政庁が技術評価した内容

等を引用することとする。 

 

14．実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護規定（仮称） 

【概要】 

上記２．「実用発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の基準を定める規則（仮

称）」及び３．「実用発電用原子炉に関する技術基準を定める規則（仮称）」におい

て規定する火災対策に係る基準に関し、火災防護の設計方針に基づき、発電用軽水

型原子炉施設の火災防護対策の仕様に関して、原子炉施設の安全機能の確保の観点

から、「火災の発生防止」、「火災の早期検知・消火」、「火災の影響軽減」等の考慮

すべき事項を規定することとする。 

 

15．実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方

法及びその検査のための組織の基準に関する規則の解釈（仮称） 

【概要】 

上記４．「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品

質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準を定める規則（仮称）」におい

て規定する基準に対して、当該規則に定める基準を満足する技術的内容の例示を規

定することとする。 

 

16．実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（仮称） 

【概要】 

原子炉等規制法の改正において、原子炉の設置許可の審査の際に要求される基準

である「重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術
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的能力」を審査するための審査基準を規定することとする。 

 

 

17．実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査内

規の一部改正 

【概要】 

上記１．Ⅰ．（７）のとおり、今般、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規

則における保安規定に関する事項を改正し、重大事故発生時等における保全活動を

行う体制の整備に関する事項等を追加することとしていることから、これに伴い、

新たに保安規定の記載事項として追加された事項に関する審査基準を規定するこ

ととする。 

 

18．研究開発段階における発電の用に供する原子炉及びその附属施設の位置、構造及

び設備の基準を定める規則の解釈（仮称） 

【概要】 

上記６．「研究開発段階における発電の用に供する原子炉施設の位置、構造及び設

備の基準を定める規則（仮称）」において規定する基準（性能要求）に対して、当該

規則に定める基準を満足する技術的内容の例示を規定することとする。なお、旧原

子力安全委員会の安全審査指針類のうち、設計審査指針等の基本的な指針以外のも

のを引用することとする。 

 

19．研究開発段階における発電の用に供する原子炉及びその附属施設に関する技術基

準を定める規則の解釈（仮称） 

【概要】 

上記７．「研究開発段階における発電の用に供する原子炉に関する技術基準を定

める規則（仮称）」における仕様規定等を規定することとする。なお、今回廃止す

ることとする「研究開発段階にある発電のように供する原子炉の溶接の技術基準に

関する規則」に相当する部分を追記することとする。 

 

20．研究開発段階における発電の用に供する原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計

及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の基準に関する規則の

解釈（仮称） 

【概要】 

上記８．「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品

質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準を定める規則（仮称）」におい

て規定する基準に対して、当該規則に定める基準を満足する技術的内容の例示を規
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定することとする。 

 

21．研究開発段階における発電の用に供する原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大

事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係

る審査基準（仮称） 

【概要】 

上記１５．と同様の趣旨から、重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力について審査するために必要な技術的能力につい

て審査するための基準を規定する。 

 

22．研究開発段階にある発電の用に供する原子炉及びその附属施設における発電用原

子炉施設保安規定の審査内規の一部改正 

【概要】 

上記１７．と同様の趣旨から、研究開発段階における発電の用に供する原子炉施

設の保安規定認可について審査するための基準等を規定する。 

 

 

 



保安及び核物質防護の
ために講ずべき措置
＜第43条の３の22＞

保安検査
＜第43条の３の24＞

炉主任
＜第43条の3の26＞

今回の意見募集に係る諸規定と許認可との関係

設置（変更）許可＜第43条の３の５＞ (43)設置許可に係る実用炉規則の解釈及び運用

位置、構造及び設備 技術的能力

位置、構造及び設備 安全評価、ＳＡ有効性評価 原子炉設置及び運転の技術的能力、
重大事故対策の技術的能力

工事計画認可等＜第43条の３の９等＞
[電事法より炉規法に移管]

(44)工事計画認可に係る実用炉規則の解釈
(45)型式証明及び型式指定に係る実用炉規則の解釈

保安規定認可＜第43条の３の24＞

安全性向上のための評価の届出・公表＜第43条の３の29＞（１２月施行）

＜＞内は、改正炉規法の該当条番号

使用前検査・施設定期検査等
＜第43条の３の11、４３条の３の15等＞

[電事法より炉規法に移管]
(45)型式証明及び型式指定に係る実用炉規則の解釈
(46)溶接事業者検査に係る実用炉規則の解釈
(47)使用前検査、定期検査等に係る実用炉規則の解釈

実用炉：(４)設置許可基準規則

(17)設置許可基準規則解釈
(19)火災防護規定

研開炉：(８)設置許可基準規則
(23)設置許可基準規則解釈

実用炉：(22)保安規定審査内規
研開炉：(27)保安規定審査内規

実用炉： (21)重大事故対策
の技術的能力
審査内規

研開炉： (26)重大事故対策
の技術的能力
審査内規

実用炉：(５)技術基準規則 (18)技術基準規則解釈
(６)品質管理規則 (20)品質管理規則解釈
(７)燃料に関する技術基準規則
(12)線量等の技術基準
(13)燃料運搬に関する技術的細目告示
(19)火災防護規定

研開炉：(９)技術基準規則 (24)技術基準規則解釈
(10)品質管理規則 (25)品質管理規則解釈
(11)燃料に関する技術基準規則
(14)線量等の技術基準
(15)燃料運搬に関する技術的細目告示

※(１)実用炉規則、(２)研開炉
規則及び(３)１Ｆ規則において、
手続き等の要求事項を規定。

(28)火山評価ガイド
(29)竜巻評価ガイド
(30)外部火災評価ガイド
(33)炉心損傷及び格納容器破損防止対策評価ガイド
(34)燃料プールの燃料損傷防止対策評価ガイド
(35)停止中原発の燃料損傷防止対策評価ガイド
(37)敷地内等の地質・地質構造調査ガイド
(38)基準地震動及び耐震設計方針審査ガイド
(39)基準津波及び耐津波設計方針審査ガイド
(40)基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価ガイド

発電用原子炉の運転の期間等＜第43条の３の31＞
実用炉：(48)運転延長に係る実用炉規則の解釈 (49)高経年化対策実施ガイドライン

(31)内部溢水評価ガイド
(32)内部火災評価ガイド
(36)制御室及び緊急時対
策所等の居住性被ば
く評価手法

(41)耐震設計に係る工認
審査ガイド

(42)耐津波設計に係る工
認審査ガイド

青字は原子力規制委員会規則、黒字は告示又は内規(16)は全審査基準を一覧表にまとめたもの

※意見募集は、行政手続法に基づく（１）～（２７）と任意の意見募集（２８）～（４９）の２件に分かれています。


